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 通 所 介 護 事 業 所 の 管 理 者 様 

 通所リハビリテーション事業所の管理者 様 

 

 

新潟県福祉保健部高齢福祉保健課長 

 
 

通所介護及び通所リハビリテーションの事業所規模による 

介護報酬算定区分の確認について（通知） 

 

 

通所介護及び通所リハビリテーションについては、事業所規模に応じた介護報酬が設

定されていることから、事業者は毎年介護報酬算定区分の確認を行う必要があります。 

ついては、翌年度の事業所規模による区分の変更の有無を別紙により確認し、区分が

変更になる場合は、３月 15 日（日）（必着）までに「介護給付費算定に係る体制等に

関する届出書・体制等状況一覧表」の「施設等の区分」等の届出を電子申請により行っ

てください。 

 

【留意事項】 

１ 事業所規模による区分の変更がない場合は、届出の必要はありません。 

 

２ 「確認通知」及び「事業所規模による区分の取扱いに関するＱ＆Ａ（令和２年２月

版）」等については、新潟県のホームページに掲載してあります。 
 
  ＜新潟県ホームページの検索＞ 

   トップページ → 
分野別    → 

   健康・福祉  → 
   高齢者・障害者・福祉   → 
   介護保険制度・事業者情報 → 
   介護保険サービスに関するお知らせ   → 

関連情報・通知・Ｑ＆Ａ等       → 
   通所介護 又は （介護予防）通所リハビリテーション → 
   通所介護及び通所リハビリテーションの事業所規模による介護報酬算定区分の確認について 
 
３ 事業所規模による介護報酬算定区分は毎年確認する必要があることにご留意願いま

す。 
 
【担当】介護サービス係  

 電話 025-280-5193（直通） 

 


